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令和元年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費） 
（研究成果公開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の 
研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））の交付内定について（通知） 

 
独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」という。）が交付を行う令和元年度科学研究費助成

事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費）（研究成果公開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス

～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））について、別添１「令和元年度科学研究費助成事業（科学研

究費補助金）（研究成果公開促進費）（研究成果公開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大

学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））交付内定一覧」（以下「内定一覧」という。）のとおり交付内定をしました

ので通知します。 
ついては、内定一覧に基づく審査結果を各実施代表者に通知するとともに、実施代表者がこれにより補助

金の交付を希望する場合には、下記の関係書類を提出してください。 
なお、採択となった課題について、独立行政法人日本学術振興会研究成果の社会還元・普及委員会におけ

る審査所見等がある場合は、内定一覧に記載しておりますので、プログラムを実施する際は御配慮ください。

当該所見等がある応募課題の実施代表者に対しては、別添２をお渡しください。 
また、今回交付内定をしなかったものは不採択となりましたので、併せて通知します。本会より個別に不

採択の通知を行っておりませんので、その旨御連絡いただくとともに、独立行政法人日本学術振興会研究成

果の社会還元・普及委員会における所見等に関する文書（別添２）をお渡しください。 
 

  記 
 

Ⅰ 提出書類及び提出期限 

別紙２「令和元年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費）「研究成果公開

発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ）」の補助事業

を遂行するに当たっての留意事項及び関係書類の提出について」の内容を確認した上で、以下の提出書

類を別紙１の方法により取りまとめ、日本学術振興会研究事業部研究事業課（次頁Ⅱ参照）に、それぞ

れの提出期限までに提出してください。 

  提出書類 作成者 提出方法 提出部数 提出期限 

(1)必ず提出する書類 

 ・交付申請書の提出書（様式 A-70） 研究機関 郵送 １部 

６月７日(金) 
・交付申請書    （様式 A-71） 実施代表者 郵送 １部 

・交付請求書（表紙） （様式 A-72） 研究機関 郵送 １部 

・交付請求書    （様式 A-73） 実施代表者 郵送 １部 

・プログラム概要  （様式 A-74） 実施代表者 メール １部 ５月２０日(月) 

・「研究活動等の公正性の確保及び適正な研究

費の使用について確認・誓約すべき事項」 
実施代表者 郵送 １部 

６月７日(金) 
・「補助事業の実施に当たって誓約すべき事項

（研究機関の長）」 
研究機関の長 郵送 １部 

(2)必要に応じ提出する書類 

 ・交付申請の辞退届（様式 A-75） 

・研究成果報告書未提出者に係る交付申請留保

届（様式 A-76） 

研究機関 郵送 各１部 ５月３１日(金) 

（印影印刷） 



 
Ⅱ 提出先 

    〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１ 

     独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究事業課 成果発信係 

      TEL ０３－３２６３－１６９９ 

      FAX ０３－３２６３－１７１６ 

      E-mail hirameki@jsps.go.jp 

    ※ 交付申請書等関係書類を郵送する際には、封筒等の表に「科学研究費補助金（ひらめき☆とき

めきサイエンス）交付申請書等在中」及び「機関番号（５桁）」を朱書きしてください。 

      また、余裕をもって投函・メール送信し、提出期限までに必ず届くようにしてください。 

 

Ⅲ 留意事項 

１．本年度において適用することを予定している補助条件は別紙３のとおりですので、内容を確認す

るとともに、実施代表者に周知してください。 
 

２. 交付申請に当たっては、「研究活動等の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓

約すべき事項」について、実施代表者に確認を求めています。この確認事項において、実施代表者

が既に研究倫理教育の受講等を行ったこと、日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」

や、日本学術振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」の内容のうち、研究者

が研究遂行上配慮すべき事項について、十分内容を理解し確認することとしています。実施代表者

が補助金の交付を希望する場合は、全ての事項を十分確認の上、署名又は記名押印して交付申請書

等とともに必ず提出してください。 
  また、「補助事業の実施に当たって誓約すべき事項」について、研究機関の長に確認を求めてい

ます。この誓約事項において、研究機関の長の責務においてプログラムを実施することとしていま

すので、全ての事項を十分確認し職印を押したうえで、同様に提出してください。 
（提出がない場合は補助金を交付しませんので十分注意してください。） 

 
３．本件通知日以降、補助事業を開始し、必要な契約等を行って差し支えありませんので、交付申請

を行う各実施代表者に周知願います。必要な経費は、補助金受領後に支出し、又は研究機関等が立

て替えて補助金受領後に精算してください。 
 

４．補助金は、科研費電子申請システム（以下「電子申請システム」という。）「所属研究機関情報管

理」の「振込口座情報（科学研究費補助金）」で各機関が登録した銀行口座に送金しますので、別

紙４に記載の通り、振込口座情報を正しく入力しておいてください。 
 

５．「交付申請書」の作成に当たっては、先に提出済みの計画調書の内容について、令和元年度の「交

付予定額」及び審査所見等を踏まえて変更を行うことは差し支えありません。ただし、交付申請に

際し、別紙２に記載している補助対象経費以外への支出はできません。 
なお、通知した「交付予定額」では計画が遂行できないと判断される場合、実施代表者が所属研

究機関を変更した場合又はその他事情により計画の遂行が不可能となる場合には、交付申請を辞退

してください。 
 

６．交付申請書等に含まれる個人情報は、科学研究費助成事業の交付等業務のために利用（データの

電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。）します。 
 

７．本通知文（各様式を含む。）は日本学術振興会ホームページ（https://www.jsps.go.jp/hirameki/ 

index.html）において公開します。各様式については、同ホームページからダウンロードして作成し

てください。 

 

８．平成２９年２月１７日付けで文部科学省より関係機関宛に参考の通知が発出されています。つい

ては、貴機関所属の実施代表者に周知してください。また、貴機関において実施代表者からの申し

出を受ける等により、国際連合安全保障理事会決議第２３２１号の主文１１に該当する可能性のあ

る事実を把握した場合には、「Ⅱ 提出先」に報告してください。 

 



 
Ⅳ 令和元年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費）（研究成果公開発表（Ｂ）

（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））の交付内定・交付

決定等の日程（予定） 

交付内定の時期 ５月１３日 

交付決定の時期 ６月下旬 

補助金送金の時期 ７月中旬 

 

（添付書類） 

    別添１「令和元年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費）（研究成果公

開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））

交付内定一覧」 

    別添２「令和元年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費）（研究成果公

開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））

審査所見等について」（審査所見等がある場合のみ） 

    別紙１「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ実施にかかる

事務手続等について」 

別紙２「令和元年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費）「研究成果公

開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ）」

の補助事業を遂行するに当たっての留意事項及び関係書類の提出について」（予定） 
別紙３「補助条件（令和元年度）」（予定） 

    別紙４「科研費振込口座の開設及び登録（修正）について」 
参 考「国際連合安全保障理事会決議第２３２１号の厳格な実施について（依頼）」（平成２９年 

２月１７日付け 文部科学省大臣官房国際課長通知） 


